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この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、
不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な
発展に寄与することを目的とする。

第１条

ʥ ˕ ǵ

２

国民経済の健全な発展

最終目的

不正競争の防止、不正競争に係る差止め・損害賠償に関する措置等

具体的措置

事業者間の公正な競争の促進
¸ 事業者の営業上の利益の保護 （→私益）
¸ 公正な競争秩序の維持 （→公益）

直接目的

これに関する国際約束の実施
¸ パ リ 条 約、マ ド リ ッ ド 協 定、Ｔ Ｒ Ｉ ＰS協 定 、

ＯＥＣＤ外国公務員贈賄防止条約等

直接目的
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事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害
賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与する。

刑事的措置あり
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刑事的措置のみ
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不正競争のうち、一定の行為を行った者に対して、以下の処罰を規定。
○罰則 （２１条）

第１項；営業秘密侵害罪：１０年以下の懲役又は１０００万円
以下の罰金（併科可）

第２項；その他の侵害罪：５年以下の懲役又は５００万円
以下の罰金（併科可）

○法人処罰 （２２条）
営業秘密侵害罪の一部とその他の侵害罪の全部；
３億円以下の罰金

○国外での行為に対する処罰（２１条４項・５項・６項）
（営業秘密侵害罪、外国公務員贈賄罪）

ѣ˗

○差止請求権 （３条）

○損害賠償請求権 （４条）

○損害額の推定等 （５条等）

○書類提出命令 （７条）

○営業秘密の民事訴訟上の保護（１０条等）

（秘密保持命令、訴訟記録の閲覧制限、非公開審理）

○信用回復の措置 （１４条）

˗
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１ 民法との関係：不法行為法の特別法
ü 民法第７０９条Ÿ 不法行為による損害賠償請求権

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

ü 不正競争防止法 Ÿ 差止請求権の法定

２ 知的財産法 との関係：知的財産法の一環
ü 「不正競争」に該当する行為の規制（＝行為規制）により知的財産の保護等を図る

（ｃｆ．産業財産権法等は客体に権利を付与するという方法（権利創設）により知的財産の
保護を図る）

３ 刑法・刑事訴訟法との関係：贈賄及び営業秘密に係る不正行為の処罰等
ü 詐欺罪、贈収賄罪、窃盗罪や横領罪等の補完

ü 法人処罰に係る公訴時効

４ 独占禁止法等との関係：競争秩序維持の一翼
ü 独占禁止法͓「公正かつ自由な」競争秩序の維持

ü 景品表示法͓公正な競争の確保 Ÿ 一般消費者の利益の保護

４
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9(1934)

13(1938)

25(1950)

28(1953)

40(1965)

50(1975)

工業所有権の保護に関するパリ条約（ヘーグ改正条約）（1925年）批准にあたり、条約上の義務を満たすべく制定

パリ条約のロンドン改正条約への対応のため部分改正

ＧＨＱの日本政府に対する覚書による指示を受け、国際的信用の確保等を目指して部分改正

虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定への対応のため部分改正

パリ条約及びマドリッド協定のリスボン改正への対応のため部分改正

パリ条約のストックホルム改正への対応のため部分改正

44(1911)

15(1925)

ドイツ不正競争防止法改正（1909年）に触発されて法案を検討

工業所有権の保護に関するパリ条約（ヘーグ改正条約）を受けて法案を起草

●我が国産業が発展途上にあったこと

●民法解釈との関係

（「権利侵害」でない行為に法的責任は認められない）

○パリ条約加入の必要性

○民法解釈の変化

（不法行為の成立が「権利侵害」から「違法性」へ変化）

昭和期の法律改正

法律制定を見送り

制定に向けた動き
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平成以降の法律改正

＿

2(1990)

5(1993)
＿

6(1994)

8(1996)

10(1998)

11(1999)

13(2001)

15(2003)

16(2004)

17(2005)

18(2006)

21(2009)

＿

＿

ＧＡＴＴ・ウルグァイラウンド交渉を先取りし、「営業秘密」の保護を図るため部分改正

全面改正（①ひらがな化、②法目的の明記、③不正競争行為の類型拡充（著名表示冒用行為・商品形態模倣行為）、
④損害賠償額の推定規定の新設、⑤法人重課規定の創設 等）

ＷＴＯ・ＴＲＩＰｓ（知的所有権の貿易関連側面）協定への対応のため部分改正

商標法条約への対応のため部分改正

ＯＥＣＤ外国公務員贈賄防止条約の成立に伴い、本条約を国内的に実施するため部分改正

デジタルコンテンツ保護の観点から、「技術的制限手段」に係る不正行為を規制するため部分改正

「ドメイン名の不正取得」等行為の規制及び外国公務員贈賄防止条約のより効果的な実施のため部分改正

「知的財産戦略大綱」(2002年7月)における指摘事項の実施のため部分改正（①営業秘密の刑事的保護の導入、
②民事的救済措置の強化、③ネットワーク化への対応）

①外国公務員贈賄罪について国外犯も処罰の対象とするため部分改正

②秘密保持命令の導入、営業秘密が問題となる訴訟における公開停止の要件・手続の整備等、営業秘密の保護
の強化及び侵害行為の立証の容易化のため部分改正（裁判所法等の一部を改正する法律）

営業秘密の保護強化、模倣品・海賊版対策の強化、罰則の強化、条番号の整序のため部分改正

→周知表示の混同惹起行為となる商品等の税関での輸入差止制度の導入（関税定率法の一部改正）

営業秘密、秘密保持命令違反罪に係る刑事罰の強化、商品形態模倣行為の刑事罰の強化（2007.1.1施行）

→不競法違反物品の税関での輸出差止制度の導入（関税法の一部改正）（2007.1.1施行）

営業秘密侵害罪に係る刑事罰の強化のため部分改正（①営業秘密を不当に保有し続ける行為（領得行為）について
も処罰対象に追加、②目的要件の拡大（不正の競争の目的→図利・加害の目的に変更）など） ※未施行

６
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商品、サービスやその広告等に、その原産地、
品質、内容等について誤認させるような表示を
する行為 など

Ѱǵ

Ｐ ａ ｒ ｉ ｓ

純 米 酒 ・山 田 錦

適 正 な 表 示 を 行 う 業 者 の
顧 客 を 奪 う

誤 認 さ せ る よ う な 表 示

適切な商品・役務を購入する
需 要 者 の 機 会 を 奪 う

商 品 ・サ ー ビ ス の 内 容 等 を
誤認させるような表示等を規制

７



（民事裁判の事例）

○ 京都で製造加工されたものでも、原料が京都で産出されたものでもない茶を、「京の柿茶」と

いう名称で販売した業者に対し、商品の原産地、品質を誤認させるとして、販売の差し止めが
命じられた事件 （「京の柿茶」事件－東京地判平6.11.30）

○ 販売するろうそくに「燃焼時に発生する煤の量が９０％減尐。火を消したときに生じるにおい
も５０％減尐」と表示していた業者に対し、実験の結果、そのような効果が認められず、当該表
示は商品の品質を誤認させるとして、損害賠償（約７１０万円）が命じられた事件
（「ろうそく」事件－大阪高判平17.4.28）

˗ Ѩǵ˗͈

第２条第１項第１３号
商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、
内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させる
ような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出
し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

民事規定

○商品・営業の普通名称や慣用表示を普通に用いる方法での使用（第1項第1号）適用除外（第19条）

違反に対する措置 ○差止請求権（第３条）

○損害賠償権（第４条）

８



第２１条第２項
一 不正の目的をもって第２条第１項第１号又は第１３号の不正競争を行った者
四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、

品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認
させるような虚偽の表示をした者（第１号に掲げる者を除く。）

З罰 則（処罰）
○個 人 ５年以下の懲役若しくは５００万円以下の罰金、又はこれを併科する。（第21条第2項）
○法 人 ３億円以下の罰金 （第22条）

刑事規定

（刑事裁判の事例）

○ 食肉加工事業者が鶏や豚などを混ぜて製造したミンチ肉に「牛１００％」などと表示し、取引

先十数社に約１３８トンを出荷する等して、代金約３９００万円を詐取した行為つき、商品の品質
を誤認させるとして不正競争防止法及び刑法（詐欺罪）に違反したとして元社長に対し、懲役４
年の刑が科せられた事件 （「ミートホープ」事件－札幌地判平20.3.19）

○ 実際には「牛乳」ではなく生乳にクリーム、脱脂粉乳、水等が混入された「加工乳」であるに

もかかわらず、「種類別牛乳」、「成分無調整」と印刷された紙パックに詰めて販売等した行為に
つき、違反行為を行った者には懲役刑（執行猶予つき）、法人には法人重課により２０００万円
の罰金刑が科せられた事件 （「全酪連牛乳表示」事件－仙台地判平9.3.27）

ѣ˗ Ѩǵ˗͈
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何に表示するのか

ü誤認させるような表示する行為

üその（＝誤認させるような）表示をした商品を提供する行為

üその（＝誤認させるような）表示をしてサービスを提供する行為

ü商品 又は サービス

üその広告

ü取引に用いる書類又は 通信

何をしてはいけないのか

何を表示するのか

ü商品について → 原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量

üサービスについて → 質、内容、用途、数量

１０
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ü市場における流通の対象物となる有体物又

は無体物

ᵀᴜ

役務（サービス）を巡る裁判例

・肯定例 商品化許諾業務

（「ピーターラビット」事件－大阪地判平19. 1.30）

・否定例 事業者が商品価格を安くして販売する行為

（「家電量販店比較広告」事件

－前橋地判平16. 5. 7、東京高判平16.10.19）

ü営業目的でなされる公衆に対する表示ⅎף

ü他人のために行う労務又は便益

ü独立して商取引の目的たりうべきもの

☻ҵ

ü注文書、見積書、送り状、計算書、領収書な

ど
֝╠

ü取引上現れる表示行為のうち「書類」以外

の形態一切のもの

ͬ
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価格の表示と商品の品質・内容との関係を巡る裁判例

・肯定例 「原石ベルギーダイヤ」事件（東京高判昭53.5.23）

・否定例 「家電量販店比較広告」事件

（前橋地判平16. 5. 7、東京高判平16.10.19）

ü商品が生産、製造又は加工され商品価値

が付与された地

ü個々の商品ごとに判断

ᵀᴜ ԍ ᷂

複数の国にまたがる商品の原産地（国）を巡る裁判例

天然の産物であってもダイヤモンドのように加工のいかんによっ
て商品価値が大きく左右されるものについては、その加工地が
一般に「原産地」と言われている。

（「原石ベルギーダイヤ」事件－東京高判昭53.5.23）

ü品質とは、商品の性質をいう

ü内容とは、商品の実質や属性をいう

ᵀᴜ ᴜ Кὦ
「元祖」の表示と商品の品質との関係を巡る裁判例

醤油だれを餅生地で包み込んだみたらし団子の包装等に「元
祖」と表示する行為は、一番最初に着想を得た者が製造した商
品だから、必ずしもその品質が優れているとは限らず、商品の特
定の品質に結びついて商品選定に影響するとは認められない。

（「『元祖』みたらし団子」事件－大阪高判平19.10.25）

著作権表示と商品の内容との関係を巡る裁判例

著作権の存続期間の満了した絵に著作権を有するかのような表
示をする行為は、「商品の内容」に関する誤認表示に該当しない。

（「ピーターラビット」事件－大阪地判平19. 1.30）

̏ɵֺ

１２

商品の原産地を巡る裁判例

富山県氷見市内で製造もされず、その原材料が氷見市内で産出
されてもいないうどんに「氷見うどん」等の表示を付して販売する
行為は、原産地の誤認に該当する。

（「氷見うどん」事件－富山地判平18.11.10、名古屋高判平成
19.10.24））



ᵀᴜ

商品の供給量についての表示を巡る裁判例

広告に表示された商品の供給量等が著しく限定されているにも
かかわらず、限定されていることが明瞭に記載されていない場合
には、商品の「数量」について誤認させる行為に該当しうる。

（「ヤマハ特約店」事件－名古屋地判昭57.10.15）

ü商品の製造に用いられる方法

ᵀᴜ

ü商品の特徴に応じた使い方

ᵀᴜ

ü商品の寸法、質量、体積、個数、量目

̏ɵֺ
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ü質とは、役務の性質をいう

ü内容とは、役務の実質や属性をいう

ü役務の特徴に応じた使い道

☻ҵ

☻ҵ Кὦ

著作権表示と役務の質・内容との関係を巡る裁判例

著作権の存続期間の満了した絵に著作権を有するかのような表
示をする行為は、「商品の内容」に関する誤認表示に該当しない
が、他方、商品化すべきキャラクターについていかなる権利を有
しているかは契約締結の判断の際の重要な要素であるとして、
商品化許諾業務の質・内容を誤認させる表示に当たるとした。

（「ピーターラビット」事件－大阪地判平19. 1.30）

ü役務の提供の数量又は量

☻ҵ
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ü個別・具体の事案に応じて

ü当該表示の内容や取引業界の実情等、諸

般の事情を考慮し

ü取引者・需要者に誤認が生じるおそれがあ

るかどうか

Ѩ Ḩ 関連する裁判例

「原石ベルギーダイヤ」事件－東京高判昭53. 5.23

「清酒特級」事件－東京高判昭50. 4.28

Ÿ 取引の相手方、各段階の需要者（最終の
消費者を含む。）

ü第２条第１項第１３号に列挙した事実

̲ 価格の表示と商品の品質・内容との関係を巡る裁判例

・肯定例 「原石ベルギーダイヤ」事件（東京高判昭53.5.23）

・否定例 「家電量販店比較広告」事件

（前橋地判平16. 5. 7、東京高判平16.10.19）

著作権表示と商品・役務の内容等との関係を巡る裁判例

著作権の存続期間の満了した絵に著作権を有するかのような表
示をする行為は、「商品の内容」に関する誤認表示に該当しない
が、他方、商品化すべきキャラクターについていかなる権利を有
しているかは契約締結の判断の際の重要な要素であるとして、
商品化許諾業務の質・内容を誤認させる表示に当たるとした。

（「ピーターラビット」事件－大阪地判平19. 1.30）
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ü直接誤認させる表示をしていなくても、間接

的に誤認させるような表示であれば該当しう

る

間接的な誤認惹起表示を巡る裁判例

国産ヘアピンの容器の箱（包装面）に、「イタリアンタイプ」等の表
示と「イタリアの国旗」等を印刷したシールを貼り付けて販売した
事業者に対し、国産品を外国製と誤認させるおそれがあるとして、
当該商品の販売の差し止めが命じられた。

（「世界のヘアピン」事件－大阪地判平8. 9.26）

ü○○風、○○タイプといった打ち消し表示を

伴っている場合でも、全体として誤認が生じる

おそれがあれば該当しうる

打ち消し表示（○○タイプ）を伴う表示を巡る裁判例

酒税法上「みりん」とは認められない液体調味料を、あたかも「本
みりん」であるかのような商品表示を行い販売した業者に対し、
販売の差し止め、損害賠償（約２６０万円）が命じられた。

（「本みりんタイプ」事件－京都地判平2. 4.25）

ǜǢȒȏǍǱ
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ü虚偽の表示でなくても該当しうる

κ ► 級別認定制度の下での誤認惹起表示を巡る裁判例

清酒の級別認定制度の下で、級別の審査・認定を受けなかった
ため酒税法上「清酒二級」とされた商品であるビン詰の清酒に
「特級清酒」の表示証を貼付する行為は、たとえその清酒の品質
が実質的に清酒特級に劣らない優良のものであるとしても、誤認
惹起行為に該当する。（刑事事件）

（「清酒特級」事件－最判昭53. 3.22）

Ÿ 公的機関などが定めた品質、内容等の
規格・基準に反する（内容面、手続面など）
表示には、実質的にはその基準を満たした
品質、内容等であっても、誤認惹起表示が
成立しうる

ü証拠をもって該当性の有無を証明・判断で

きる客観的な事項をいう

Ѩ 該当性の判断可能性と誤認惹起表示を巡る裁判例

適性試験における一定の類型の問題が受験生の能力・適性を
判定するための手段として適切なものかどうかの記載について、
適性テストとしてどのような形式のものが適切かは一定の基準
があるものではなく、適性テストとして通常備えるべき品質も観念
し得ず、一定の見解を取り上げて誤認表示であるかを証拠等に
より客観的に判断し得るものではないとした。

（「適性テスト」事件－東京地判平17. 1.20）

ü品質、内容に関する表示の真実性が科学

的実験により立証できない場合には該当しう

る

ὕר ἶ ḹֻ 真実性の科学的立証の可否と誤認惹起表示を巡る裁判例

「排煙用ダクト部材」事件（大阪地判平8. 6.27、同平7. 2.28）

・耐熱温度３００℃

「ろうそく虚偽表示」事件（大阪地判平16. 6. 1、東京地判平
17.4.28）

・燃焼時に発生するすすの量が９０％減尐

ǜǢȒȏǍǱ

１７



Ẇ

ü商品若しくは営業の普通名称（ぶどうを原材

料とする物の原産地の名称で普通名称となっ

たものを除く。）

ü商品若しくは営業について慣用されている

表示

ü普通名称や慣用表示を普通に用いられる方

法で使用・表示し、表示した商品等を譲渡する

行為

Ẇ

̊ʤ Ẇ 19 1 1ֵ

取引慣行の保護などの観点から、外見的には
不正競争に該当する行為であっても、一定の場合
には適用を除外して、民事・刑事の責任から解放
される場合がありうる。

○普通名称éé取引界において商品・営業の一般的な名称とし
て使用されている名称
例；「弁当」、「酒」、「醤油」、「黒酢」など

原産地の名称と普通名称との関係を巡る裁判例

「氷見うどん」は、「サツマイモ」や「佃煮」などのように、原産地名
が当該商品を一般的に示す名称になっているとまでは言えない
として、「氷見うどん」の「氷見」は商品の製造地ないしその原材
料の生産地が氷見市内であることを表示するものと一般に理解
されている。

（「氷見うどん」事件－富山地判平18.11.10、名古屋高判平成
19.10.24）

○慣用表示éé商品の普通名称にはなっていないが、取引者

間において一般に慣習上自由に使用されている表示
例；「幕の内」（弁当）、「床屋の渦巻き看板」など

１８
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Ū⁪
不正競争（誤認惹起行為）によって「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあ

る者」は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害
の停止又は予防を請求すること（第１項）、及び侵害の行為を組成した物の廃棄等を請求する
こと（第２項）ができる。

ū ὡ Ϭ

不正競争（誤認惹起行為）によって「営業上の利益を侵害された者」は、故意又は過失により
不正競争（誤認惹起行為）を行った者に対して、損害賠償を請求することができる。

請 求 権 者 は ・ ・ ・

ü通常は、「競業者」間でのみ認められる

ü営 業 上 の 利 益 を 有 す る 者

競業する業務を行っていない者の営業上の利益を否定した裁判
例

（ピーターラビット」事件－大阪地判平19. 1.30）

ü一般消費者などの需要者、事業者団体、消費者団体には、原則として請求主体性は

認められない

１９



Ŭ ὡ ǵ ὑ

不正競争（誤認惹起行為）を行った者が当該行為により利益を得ているときは、その利益の
額は、営業上の利益が侵害された者の受けた損害の額と推定される。

損害額を立証するために必要な事実を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、
口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な額を認定することができる。

ŭ ►Ǳ ὡ ǵ ὑ

損害の立証がないとして賠償を否定した裁判例

ヘアピン業界は、数社が市場を分け合っており、消費者が本件
商品を選択していなければ原告製ヘアピンを選択していた筈で
あるとの関係にあると認めるに足る証拠はない等とし、原告製品
の売上減尐との間に相当因果関係があるということは困難であ
るとして損害賠償を認めなかった。

（「世界のヘアピン」事件－大阪地判平8. 9.26）

ü損害額の推定にとどまり、当該行為により営業上の利益侵害が生じたことを
立証する必要あり

推定規定の適用を認めた裁判例

原告・被告はいずれも氷見市を営業の本拠として麺類の製造販
売を業とするものであり、被告行為による損害の発生を認めた上
で、損害額については、被告が誤認惹起行為により取得した利
益額に、原告の市場占有率を乗じて認めた。なお、控訴審では、
控訴人（一審被告）の周知性を損害額認定の際に減額すべき要
素として考慮されている。

（「氷見うどん」事件－富山地判平18.11.10、名古屋高判平
19.10.24）

˗ʣǵ ǵ
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Ū Ѹ 第２項；営業秘密侵害罪以外の罪
５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金（又はこれの併科）

○ 不正の目的をもって行う、混同惹起行為（第２条第１項第１号関連）又は誤認惹起行為（同第
13号関連） ……第１号

○ 商品又は役務の品質，内容等について誤認させるような虚偽の表示をする行為（第２条第１項
第13号関連）éé第４号

法人の業務に関して、以下の犯罪が行われた場合には、行為者が処罰（懲役・罰金）されるほか、

その者が所属する法人も３億円以下の処罰（罰金）の対象。

○ 第２１条第２項各号 （第２項各号に該当する全ての侵害罪）

ū ˲ы

○ ブラジル産輸入冷凍鶏事件（仙台地判平15.7.17） ３６００万円の罰金刑

○ 全酪連牛乳表示事件（仙台地判平9.3.27） ２０００万円の罰金刑

○ 外国産鶏肉表示事件（さいたま地判平14.12.4） １８００万円の罰金刑

○ 中国産しじみ事件（松江地判平15.12.2） ５００万円の罰金刑

＜法人に対する処罰の実例

２１
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２２

○ ミートホープ事件（札幌地判平20.3.19） 懲役４年

○ 日本ライス事件（大阪地判平20.4.17） 懲役２年(*)及び罰金２００万円、法人２００万円

○ 仙台給食用豚肉産地偽装事件（仙台地判平21.2.25） 懲役３年(*)

○ 北朝鮮産あさり産地偽装事件（山口地判平18.11.2） 懲役１年(*)、法人３００万円

○ 船場吉兆事件（大阪簡裁平20.8.5） 罰金１００万円

○ ウナギ産地偽装（東海澱粉）事件（鹿児島地判平20.8.5）懲役２年(*)

○ 台湾産マンゴー産地偽装事件（那覇地裁平20.12.22） 懲役１年６月(*)、法人１５０万円

○ 比内地鶏事件（秋田地裁平20.12.24） 懲役４年

○ 飛騨牛（岐阜丸明）事件①（大垣簡裁平20.12.24） 罰金５０万円等、法人１００万円

○ 飛騨牛（岐阜丸明）事件②（岐阜地判平21.3.24） 懲役１年６月(*)

○ ウナギ産地偽装（魚秀等）事件（神戸地判平21.4.27） 懲役２年６月(*)等、法人１０００万円

○ 海藻サラダ産地偽装事件（佐賀地判平21.5.14） 懲役２年(*)、法人８０万円

ѣ˗ Ѩ ˗͈ (*)……執行猶予付き



Ŭ ˲ǲᾍǠȒЏ ҧ

不正競争防止法の犯罪は、類型的には、個人の利得よりも法人の業務を利する意図で犯される
ことを想定しており、企業のために行為した従業者に対する公訴時効期間が企業に対するそれよ
り長いことは実質的に不公平。

法人等に罰金刑を科する場合における時効の期間は、その基となった罪の時効期間による旨を
規定。

ѣ˗ʣǵ Ѹ ǵ

10年以下の懲役 ７ 年

◆その他の罪（第21条第2項関連）

５年以下の懲役 ５ 年

法 人 処 罰

( 罰 金 刑 )

３ 年

個人の罰則に合わせて法人の公訴時効は５年又は ７年

◆営業秘密侵害罪（第21条第1項関連）個 人 処 罰

（懲役刑・罰金刑）

２３

ü偽装表示事件の

公訴時効は個人・

法 人 と も ５ 年



事 業 者 間 取 引

”‴‗‼ ”  ⁵⁴

事業者Ａ
（誤認惹起表示）

事業者Ｂ
（真っ当な表示）

加工事業者

卸・小売り業者

一般消費者

ü懲役刑・罰金刑

ü法人に対する罰金刑

対消費者取引
ü差止請求

ü損害賠償請求 など

営業上の利益侵害＝民事的救済

刑事的制裁

２４
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民法（不法行為） 商 標 法

特 許 法

意 匠 法

著作権法

独占禁止法

景品表示法

J A S 法

国際条約

２５

食品衛生法



不正競争の差止め・不正競争に係る損害賠償に関する措置等

事 業 者 間 の
公 正 な 競 争 の 促 進

こ れ に 関 す る
国 際 約 束 の 実 施

国民経済の健全な発展

不 正 競 争防 止 法 とは… …

規 制 ・禁 止 ・さ れ る 行 為 救 済 ・制 裁 の た め の 措 置

事 業 者 が 取 引 （事 業 ）に お い て

遵 守 す べ き 規 範

”‴‗‼ ”

２６
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